
1 

 

令和８年度 運営会議及び各専門部会における取組内容 

専門部会等 主な取組内容及び課題 活動方針 取組内容 

運営会議 

 

年 5回開催 

①  6/11 

②  7/16 

③  8/14 

④  11/ 

⑤  1/ 

〇福井市障がい福祉計

画・福井市障がい児福

祉計画に関する取組

事項 

 

・障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の令和 8 年度末の成果目標達成に向けて、各専門部会や

連絡会が取り組む内容の進捗確認等を行う。 

・令和９年度からの次期計画に向けた課題等の検討を行う。 

 

 

 

 

・障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の成果目標について、運営会議や全

体会で報告し進捗確認を行う。 

・第８期福井市障がい福祉計画及び第４期福井市障がい児福祉計画の作成に

あたり、協議・検討を行う。 

〇障がい福祉人材育成

のあり方に関する事

項 

 

・福井県障がい福祉従事者人材育成ビジョンに基づきながら、福井市障がい福祉人材育成のあり

方についての検討を行う。 

 

 

 

・福井市障がい福祉人材育成のあり方について協議・検討を行う。 

・現行で実施されている研修等の整理を行い、今後どのような研修等が必要

か検討していく。 

〇強度行動障害に関す

る各専門部会における

取組 

・強度行動障害児者やその家族が抱える様々な課題について、協議会全体の取り組むべき事項と

して、地域生活支援拠点事業における取組と連携を図りながら協議・検討を行う。 

 

 

 

 

・各部会から上がった、強度行動障害児者やその家族が抱える地域課題につ

いて検討する。 

・地域生活支援拠点事業の強度行動障害支援者研修の内容について協議す

る。 

〇協議会への当事者参

加に関する事項 

 

 

・各専門部会における当事者（家族含む）の部会員からの意見を踏まえつつ、当事者参加のあり

方についての協議・検討を行う。 

・協議会の周知及び当事者団体の横の繋がりの生み出しを狙いとして、協議会と当事者団体との

意見交換の場の開催を継続できるよう検討する。 

 

 

 

 

・障がい当事者やその家族の意見を聴く場を設け、当事者団体の横の繋がり

を促すため、「障がい者関係団体との意見交換会」を開催する。 

 

〇委託相談支援事業者

の運営評価に関する事

項 

・福井市の委託相談支援事業者の運営に係る行政評価報告に基づく協議等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各委託相談支援事業者の自己評価及び行政評価に基づき、運営会議にて評

価を行う。 

 

資料２ 
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地域生活支

援部会 

年 4回開催 

① 5/12 

② 8/12 

③  11/19 

④ 2/18 

○施設入所者や精神病

床の入院患者の地域

生活への移行に関す

ること 

 

・入所施設、精神科病院等への地域移行に関するアンケート結果の検証を行う。 

・出前講座の実施やピアサポーターの活用等により、障がい者の地域理解を促進させるための取

組を行う。 

 

 

 

 

 

・令和７年度に地域移行・地域定着部会で実施したアンケートの検証を行い、

現状から見える課題について、グループワークやワーキング活動を活用し

協議を行う。 

・出前講座の実施やピアサポーターの活用等により、障がい者の地域理解を

促進する。現在、予定している出前講座は次のとおり。 

 【西部民生児童委員協議会】 

   初級編：5/15 実施 

   中級編：6/12 実施予定 

   事業所見学：9月頃実施予定 

○地域生活支援の充実

に関すること 

  ・住み慣れた地域（日常的な生活範囲）での安全・安心な暮らしの継続のため、移動に関する課

題の整理と検討を行う。 

 ・親亡き後を見据え、障がい者が自立した生活を送るための課題の整理と検討を行う。 

 

 

 

・部会員から報告された「地域生活支援の充実に関する課題について」等を

もとに、現状から見える課題や不足している資源・支援体制について、グ

ループワークやワーキング活動を活用し協議を行う。 

〇地域生活支援拠点事

業・日中サービス支援型

共同生活援助の評価に

関すること 

・令和８年度の地域生活支援拠点事業及び日中サービス支援型共同生活援助の評価を行う。 

 

 

 

 

・市が行う「地域生活支援拠点事業」及び「日中サービス支援型共同生活援

助」の自己評価を基に、協議会による評価を行う。 

こども支援

部会 

年 4回開催 

① 5/22 

② 7/17 

④  11/25 

④ 2/19 

○地域のインクルージ

ョン推進に関するこ

と 

 

・令和９年度の福井市障がい児福祉計画の策定に向け、過去 5 年間のサービス利用の実績をもと

に、障がい児の地域社会へのインクルージョン推進体制の協議・検討を行う。 

・児童クラブにおける障がい児支援について、関係機関とワーキングを開催する。 

  

・令和７年度までの実績をもとに、地域社会のインクルージョン推進につ 

いて協議を行う。 

・令和７年度に行った、こども育成課との話し合いをもとに、児童クラブに

おける障がい児支援について、ワーキング活動を活用し協議を行う。 

・児童クラブにおける障がい児支援について、協議内容に応じて、こども育

成課や児童クラブ巡回アドバイザー、児童相談所などに声かけを行い、課

題解決に向けた協議を行う。  

 

○障がい児支援の充実

に関すること  

 

・児童発達支援センターを中核とした障がい児支援の充実を図るため、引き続き保健や教育分野

と連携を行いながら、支援の充実に向けた協議・検討を行う。 

・令和８年度の地域障がい児支援体制強化事業の外部評価を実施する。 

 

 

 

 

・「福井市５歳児健康診査検討協議会」の内容を情報共有する。 

・学校不登校などの問題について、保健や教育、福祉との連携した研修会を

開催する。 

・「福井市地域障がい児支援体制機能強化事業」の自己評価を基に、協議会に 

よる評価を実施する。 

○重度障がい児の支援

に関すること 

 

・令和９年度の福井市障がい児福祉計画の策定に向け、重度障がい児支援の課題を把握し、協議・

検討を行う。 

 

 

 

 

・部会員による課題提起シートを活用し、重度障がい児支援（※重症心身障

害児）の課題を整理し、協議・検討を行う。 
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就労支援 

部会 

 

年 4回開催 

① 5/20 

② 8/19 

③ 11/18 

④ 2/17 

○就労選択のあり方に

関すること 

 

・就労系サービスの利用検討～開始時（就労選択支援含む）に関する課題等の協議を行う。 

・障がい者就労支援ガイドブックを更新し、事業所情報の整理を行う。 

・特別支援学校実習の日程共有を行い、教育と福祉の連携を図る。 

企画  

① 就労選択支援事業に関する制度について研修会を行う。 

② 特別支援学校が行う実習日程を共有し、関係機関と連携を図り生徒への就

労支援を切れ目なく行う。  

③ 就労支援ガイドブックを更新し、事業所の情報を整理し、当時者や家族が事

業所選択しやすいものにする。 

④ 就労支援事業所や障がい者雇用における関係機関が、就労支援に関す

る合同説明会を開催し、当事者及びその家族を対象に障がい者の働き方に

ついて広く周知する。 

 

協議 地域課題について協議・調査・実践 

ワーキンググループを活用した協議 

・グループワークの中で出た課題を分析し、課題解決に向けた調査・協議

を行う。 

ⓐ地域連携グループ 

就労系サービスの利用（入口）に関する課題等の協議、関連する企画の運営 

ⓑ支援の質向上グループ 

支援の質（利用中）に関する課題等の協議、関連する企画の運営 

ⓒ一 般 就 労 移 行 グ ル ー プ 

就労系サービスの終了（出口）に関する課題等の協議・関連する企画の運営 

○就労支援の質の向上

に関すること 

 

・就労系サービス利用中に関する課題等の協議を行う。 

・制度研修会を開催し、就労支援事業所のスキルアップを目指す。 

 

 

 

 

○福祉施設から一般就

労への移行に関する

こと 

 

・就労系サービスの終了時（一般就労移行）に関する課題等の協議を行う。 

・就労支援事業所等合同説明会を開催し、福祉事業所や一般就労に向けた支援機関を紹介するこ

とで、障がい者の働き方について広く周知を行う。 

 

 

 

 

相談支援 

部会 

 

年 4回開催 

① 5/21 

② 8/21 

③ 11/20 

④ 2/15 

〇地域課題の抽出・管理

及び整理について 

・個別調整会議等から挙がってきた地域課題と思われる内容を整理し、地域課題の抽出を行う。 

 

 

 

 

・各部会員、個別調整会議等から提出された課題提起シートについ整理する。

協議が必要と判断された課題について、ワーキング活動にて協議を行う。 

 

〇相談支援体制の充実・

強化に関すること 

 

・市内の障がいに関する相談支援体制についての現状や課題を把握し、体制の充実・強化に向けた

検討を行う。 

 

 

 

・部会員間でのネットワークを構築する。 

・現状から見える課題や不足している資源・支援体制についての協議を行う。 

専門的な協議が必要な場合は、ワーキング活動にて協議を行う。 

 


